
号

外

二�
令

和

二

年

三

月
二
十
七
日

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
及
び
岐
阜
県
立
学

校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

教
育
総
務
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員
の
健

康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
規
則
(

教

職

員

課)

二

○
岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
の
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

(

教
育
総
務
課)

六

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

(

同

)

六

教
育
委
員
会
規
則

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
及
び
岐
阜
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会

の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
及
び
岐
阜
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協

議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
十
五
号
中｢

第
四
十
七
条
の
六
第
一
項｣

を｢

第
四
十
七
条
の
五
第
一
項｣

に

改
め
る
。

(

岐
阜
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
三
十
年
岐
阜

県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
四
十
七
条
の
六
第
一
項｣

を｢

第
四
十
七
条
の
五
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中｢

第
四
十
七
条
の
六
第
二
項
第
一
号｣

を｢

第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
第
一
号｣

に
改

め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和２年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日



岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則(
昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
教
育
総
務
課
の
項
中｢

教
育
企
画
係｣

を｢

教
育
企
画
第
一
係
、
教
育
企
画
第
二
係｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た

め
に
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図

る
た
め
に
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

昭

和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

教
育
職
員(

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
教
育
職
員
で
あ
っ
て
、
県
が
設
置
す
る
学
校
に
勤
務
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保

を
図
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

時
間
外
在
校
等
時
間
の
上
限
方
針)

第
二
条

教
育
委
員
会
は
、
教
育
職
員
の
在
校
等
時
間(

公
立
学
校
の
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な

管
理
そ
の
他
教
育
職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
が
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を

図
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針(

令
和
二
年
文
部
科
学
省
告
示
第
一
号)

第
３�
に
規

定
す
る
在
校
等
時
間
を
い
う
。)

か
ら
所
定
の
勤
務
時
間(

条
例
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日

以
外
の
日
に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間(

同
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
を
い
う
。)

を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

を
除
い
た
時
間(

以
下｢

時
間
外
在
校
等
時
間｣

と
い
う
。)

が
次
に
掲
げ
る
時
間
の

範
囲
内
と
な
る
よ
う
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

一
箇
月
に
つ
い
て
四
十
五
時
間

二

一
年
に
つ
い
て
三
百
六
十
時
間

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
教
育
職
員
が
児
童
生
徒
等
に
係
る
通
常
予
見
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
量
の
大
幅
な
増
加
等
に
伴
い
、
一
時
的
又
は
突
発
的
に
所
定
の
勤
務
時
間

外
に
業
務
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
時
間
又
は
月
数
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
時
間
又
は
月
数
の
範
囲
内
と
な
る
よ
う
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
を
行

う
も
の
と
す
る
。

一

時
間
外
在
校
等
時
間

次
に
掲
げ
る
時
間

イ

一
箇
月
に
つ
い
て
百
時
間
未
満

ロ

一
年
に
つ
い
て
七
百
二
十
時
間

二

一
年
の
う
ち
一
箇
月
に
お
け
る
時
間
外
在
校
等
時
間
が
四
十
五
時
間
を
超
え
る
月
数

六
箇
月

三

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、
四

箇
月
及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
け
る
時
間
外
在
校
等
時
間
の
一
箇
月

当
た
り
の
平
均
時
間

八
十
時
間

３

教
育
委
員
会
は
、
教
育
職
員
の
時
間
外
在
校
等
時
間
又
は
前
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ

る
月
数
若
し
く
は
時
間
が
前
二
項
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
教
育
職

員
が
勤
務
す
る
学
校
に
お
け
る
業
務
、
環
境
整
備
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
検
証
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(
委
任)

第
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員

の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年３月27日 ( )２



岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則(
昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号
・
岐
阜
県
教
育
委

員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和２年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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( ) 令和２年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



男
・
女

年
齢

｢
｢

別
記
第
十
五
号
様
式
の
二
及
び
別
記
第
十
八
号
様
式
中

を

｣
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

事
務
局
一
般

各
県
立
学
校

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
の
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
の
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
の
服
務
規
程(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第

二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

常
時
勤
務
す
る｣

を｢

勤
務
す
る
一
般
職
の｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

事
務
局
一
般

各
県
立
学
校

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程(

平
成
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

常
時｣

を
削
り
、｢

勤
務
す
る
者(｣

の
下
に｢

特
別
職
の
職
員
を
除
く
。｣

を
加
え
る
。

別
記
様
式
中｢補

職
｣

を｢職
名
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
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年
三
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
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丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
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岐

阜
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庁

編
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阜
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